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株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 愛 住 町 2 2 番 地
T H E  W H Y  H O W  D O 
C O M P A N Y 株 式 会 社
代表取締役社長 篠 原 　 洋

臨時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げ
ます。
　なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株
主の皆様には、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインタ
ーネットによる議決権行使を行っていただくよう強く推奨申し上げます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年４月26日（火
曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
　[書面による議決権行使の場合]
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限
までに到着するようご返送ください。
　[インターネットによる議決権行使の場合]
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.net-vote.com/）にアク
セスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインＩＤ」及び
「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご
入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、26頁の「インターネット
による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
　なお、議決権行使書とインターネットによる方法とを重複して議決権を行使さ
れた場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。ま
た、インターネットによって複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

敬　具
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新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会当日のご出席を検討されている株主様におか

れましては、株主総会当日の流行状況やご自身の体調を十分にご確認のうえ、マスク着用など

の感染予防に最大限ご配慮いただきますようお願いいたします。

なお、株主様同士のお席の間隔を広くとるため、十分な座席が確保できない可能性がありま

す。満席となった場合、ご来場いただきましても入場をお断りすることになりますので、あら

かじめご承知くださいますようお願いいたします。

１．日　　時 2022年４月27日（水曜日）午前10時
２．場　　所 東京都新宿区愛住町22番地　第３山田ビル

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社
本社３階　会議室

３．目的事項
決議事項

第１号議案　　定款一部変更の件
第２号議案　　第三者割当による新株発行の件
第３号議案　　第三者割当による第12回新株予約権（行使条項付）発行
　　　　　　　の件
第４号議案　　取締役及び監査役の報酬額改定の件

以　上

記

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合、並びに株主総会終了後の決議ご通知につ
きましては、当社ウェブサイト（https://twhdc.co.jp/ir/）に掲載させていただきます。
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現　行　定　款 変　更　案
第1条　（条文省略）

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むこ

とを目的とする。
１．～20．　（条文省略）

（新設）

（新設）

第1条　（現行どおり）

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むこ

とを目的とする。
１．～20．（現行どおり）
21．　雑誌・書籍・楽譜等印刷物の

企画、編集、出版及び販売
22．　著作権、出版権、特許権、商

標権等の保有及び管理

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件
１．変更の理由
（1）当社の強みを生かした新規事業の展開、業務範囲の拡大に備えるため、現

行定款第２条（目的）に新たな事業目的を追加するとともに、号文の新設
に伴う号数の繰り下げを行うものであります。なお、この定款第２条の変
更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたしま
す。

（2）当社の定款第５条（発行可能株式総数）は57,000,000株でありますが、
2022年２月28日現在の当社発行済株式総数は30,370,693株となっており
ます。第２号議案の第三者割当による新株発行及び、第３号議案の第三者
割当による第12回新株予約権（行使条項付）発行による増資、また事業拡
大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総
数を増加させるものであります。なお、この定款第５条の変更について
は、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
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現　行　定　款 変　更　案
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

21．　前各号に附帯する一切の業務

第３条～第４条　（条文省略）

（発行可能株式総数）
第５条　当会社の発行可能株式総数

は、5,700万株とする。

第６条～第４８条　（条文省略）

23．　インターネットによる音楽、
映像の配信及び販売

24．　コンサート、演劇、演芸、講
演、スポーツ等各種イベント
の企画、制作、興行

25．　音楽とＩＴの融合作品の配
信、販売並びに音楽とＩＴの
融合研究

26．　アーティスト、タレントのマ
ネージメントに関する業務

27．　コンサート、映画、演芸、ス
ポーツ等のチケットの販売

28．　前各号に附帯する一切の業務

第３条～第４条　（現行どおり）

（発行可能株式総数）
第５条　当会社の発行可能株式総数

は、12,000万株とする。

第６条～第４８条　（現行どおり）
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第２号議案　第三者割当による新株発行の件
　本議案は、会社法第199条に基づき、下記の第三者割当による募集株式の発行
について、ご承認をお願いするものであります（以下、当該発行に係る募集株式
を「本新株式」といいます。）。
　また、本新株式の発行及び第３号議案で付議いたします第12回新株予約権が
発行され、この権利が全て行使された場合、25％以上の大規模な希薄化が生じ
ます。そのため、東京証券取引所有価証券上場規程第432条に基づき、本株主総
会にて、株主の皆様の意思確認を併せて行います。
　なお、本議案の提出理由につきましては、後記18頁から24頁までに記載の
「Ⅲ．募集の目的及び理由」をご覧ください。
１．募集株式の内容

(1)　募集株式の種類　　　　　　　　普通株式
(2)　募集株式の数　　　　　　　　　4,310,000株
(3)　発行価額　　　　　　　　　　　１株につき162円
(4)　発行価額の総額　　　　　　　　698,220,000円
(5)　増加する資本金及び資本準備金　資本金　　　349,110,000円
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１株につき81円）
　 　　　　　　　　　　　　　　　　資本準備金　349,110,000円
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１株につき81円）
(6)　申込期日　　　　　　　　　　　2022年４月28日
(7)　払込期日　　　　　　　　　　　2022年４月28日
(8)　募集の方法　　　　　　　　　　第三者割当の方法により、次のとおり
　 　　　　　　　　　　　　　　　　割り当てる
　 　　　　　　　　　　　　　　　　興和株式会社　3,080,000株
　 　　　　　　　　　　　　　　　　田邊󠄃　勝己　　1,230,000株
(9)　払込取扱場所　　　　　　　　　東京都千代田区神田神保町３－１
　 　　　　　　　　　　　　　　　　城南信用金庫　九段下支店

(10)　１．上記各条項については、金融商品取引法による届け出の効力発生を

条件とする。

２．その他本新株式発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一

任する。
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２．発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
(1)　本新株式の払込金額の算定根拠及びその具体的内容

　本新株式の発行価額は、本新株式の発行に係る取締役会決議日の前営業日
（2022年３月30日）における東京証券取引所が公表した当社普通株式の終
値に0.9を乗じた金額の小数点以下を切り上げた162円といたしました。
　取締役会決議日の前営業日における終値に0.9を乗じた金額を採用するこ
とといたしましたのは、直近の株価が現時点における当社の客観的企業価値
を適正に反映していると判断した上で、当社は継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせるような事象又は状況が存在しており、当社株式の価格変動が大
きい状況の中で割当予定先が負う価格下落リスクに鑑み、各割当予定先のデ
ィスカウントの意向も踏まえて協議を重ねた結果、決定されました。当社の
業績動向、財務状況、株価動向等を勘案すると、当社の業容拡大及び企業価
値向上の実現を目的とした今回の資金調達は、当該ディスカウントを行って
も事業戦略上不可欠であると考えており、かつ、いわゆる有利発行には該当
しないものと判断しております。当社は、上記払込金額の算定根拠につきま
しては、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平成22
年４月１日制定）に準拠しているものと考え、割当予定先と十分に協議の
上、決定いたしました。
　本新株式の発行価額は、本新株式の発行に係る取締役会決議日の前営業日
（2022年３月30日）までの直前１ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値
である174円（小数点以下を四捨五入。以下、株価の計算について同様に計
算しております。）に対して7.07％のディスカウント（小数点以下第３位を
四捨五入。以下、株価に対するディスカウント率又はプレミアム率の数値の
計算について同様に計算しております。）、同直前３ヶ月間の終値単純平均値
である166円に対して2.25％のディスカウント、同直前６ヶ月間の終値単純
平均値である172円に対して5.96％のディスカウントとなる金額です。直前
１ヶ月、３ヶ月及び６ヶ月間の当社普通株式の各終値単純平均値のディスカ
ウント率は10％以下となっており、また、新株式の発行価額は直近の株価
が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断した上
で取締役会決議日の前営業日における終値を優先して比較しており、有利発
行には該当しないと判断しております。また、当社の業績動向、財務状況、
株価動向等を勘案すると、当社の業容拡大及び企業価値向上の実現を目的と
した今回の資金調達は、当該ディスカウントを行っても事業戦略上不可欠で
あると考えております。
　なお、本発行価額は、第三者割当増資決議日の前営業日の東京証券取引所
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における当社株式の終値に0.9を乗じた額の価額であり、日本証券業協会の
「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しており、合理的な価額で
あると認識しております。また、割当予定先の一つである田邊󠄃勝己氏です
が、同氏は当社の筆頭株主及び当社代表取締役であり、事業運営に必要な財
務面においても継続的に支援を受けておりますが、上記の指針を逸脱した特
に有利な金額での払込金額ではないとの判断も踏まえて、当社取締役会にて
監査役３名（うち社外監査役２名）が、払込金額の決定方法に係る適法性に
つきましては、2022年３月31日開催の監査役会において審議の結果、特に
有利発行に該当しないことについて監査役３名（うち社外監査役２名）全員
が合意した旨を2022年３月31日開催の取締役会において、表明しておりま
す。

(2)　発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
　本第三者割当による新規発行株式数4,310,000株（議決権数43,100個）に
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数6,780,000株（議決
権数67,800個）を合算した株式数は、11,090,000株（議決権数110,900
個）であり、2022年２月28日現在の当社発行済株式総数30,370,693株及び
議決権数303,666個を分母とする希薄化率は36.52％（議決権ベースの希薄
化率は36.52％）に相当します。
　そのため、本第三者割当による新株式及び新株予約権の発行により、当社
株式に一定程度の希薄化が生じることになります。
　しかしながら、当社は、本第三者割当により調達した資金を上述の「調達
する資金の具体的な使途」のとおり、①興和製品の販売のための当社「新Ｅ
Ｃプラットフォーム」開発資金、②興和製品の販売のための当社「マーケテ
ィング・ＤＸ化」開発資金、③興和と「新規ＩＴ事業」を行うための自社シ
ステム開発資金、④興和にサービス提供するための当社「医療系プラットフ
ォーム」開発資金、⑤スポーツＩｏＴ開発資金、⑥ブロックチェーン開発資
金及び⑦運転資金に充当する予定であり、これによって確実に利益を生み出
す企業体質へと改善し、新規事業の中長期的な成長により収益基盤を強化す
ることを目指しており、中長期的な観点から当社の企業価値及び株主価値の
向上につながり、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えてお
ります。
　また、当社株式の過去６ヶ月間（2021年９月～2022年２月）における１
日当たり平均出来高は625千株であり一定の流動性を有していること、及び
2023年４月28日以降は当社の判断により新株予約権を取得することも可能
であり希薄化に対する一定の配慮をしていることから、市場に与える影響は
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限定的であると考えております。
　したがって、本第三者割当による当社株式及び新株予約権の行使により発
行される株式の発行数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しておりま
す。
　しかしながら、上記の希薄化率は25％を超える大規模なものであること
から、当新株式及び新株予約権の発行につきまして、本臨時株主総会に付議
し、株主にお諮りするものであります。
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調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

第３号議案　第三者割当による第12回新株予約権（行使条項付）発行の件
　本議案は、会社法第238条に基づき、下記の第三者割当による新株予約権の発
行について、ご承認をお願いするものであります（以下、当該発行に係る新株予
約権を「本新株予約権」といいます。）。
　また、本新株予約権が全て行使された場合、25％以上の大規模な希薄化が生
じます。そのため、東京証券取引所有価証券上場規程第432条に基づき、本株主
総会にて、株主の皆様の意思確認を併せて行います。
　なお、本議案の提出理由につきましては、後記18頁から24頁までに記載の
「Ⅲ．募集の目的及び理由」をご覧ください。
Ⅰ．発行要項

１．新株予約権の名称　　　　　　　　THE WHY HOW DO COMPANY
株式会社第12回新株予約権

２．本新株予約権の払込金額　　　　　総額　金20,204,400円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１個当たり金299円）
３．申込期日及び割当日　　　　　　　2022年４月28日
４．払込期日　　　　　　　　　　　　2022年４月28日
５．募集の方法　　　　　　　　　　　第三者割当の方法により、以下のとお

り本新株予約権を割り当てる
田邊󠄃　勝己氏　　　　　　　　　　本新株予約権　30,800個

　（その目的となる株式3,080,000株）
寺尾　文孝氏　　　　　　　　　　本新株予約権　37,000個

　（その目的となる株式3,700,000株）
６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
(1)　本新株予約権の目的である株式の総数は、6,780,000株とする（本新株予

約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」という。）
は100株とする。）。但し、本欄第２項及び第３項により割当株式数が調
整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当
株式数に応じて調整されるものとする。

(2)　当社が第10項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する。）の
調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、
調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式にお
ける調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使
価額及び調整後行使価額とする。
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(3)　調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第10項第(2)号及び第
(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用
する日と同日とする。

(4)　割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始
日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにそ
の事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その
他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通
知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行
う。

７．本新株予約権の総数　　　　　67,800個
８．各本新株予約権の払込金額　　本新株予約権１個につき金299円
９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額
は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における
株式１株あたりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）
は、当初、162円とする（以下、「当初行使価額」という。）。ただし、
行使価額は第10項又は第11項の規定に従って修正又は調整される。

10．行使価額の修正
　　(1）当社は2022年４月28日以降、当社経営上機動的な資金調達を行う必要

があると判断されるときなど、資金調達のため必要があるときは、当社
取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づ
き行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権
を有する者（以下、「本新株予約権者」という。）に通知（以下、「行
使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行われた日（以
下、「通知日」という。）に、行使価額は、通知日（通知日が取引日で
ない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引
の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の１円未満の端数
を切上げた額（ただし、当該金額が下限行使価額（以下に定義する。）
を下回る場合、下限行使価額とする。）に修正される。なお、以下に該
当する場合には当社はかかる通知を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事
実であって同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

(2）「下限行使価額」は、当初100円とする。下限行使価額は第11項の規定
を準用して調整される。
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　交付普通
　株 式 数 × １株当たり

払 込 価 額既　発　行
普通株式数 +調 整 後 ＝ 調 整 前 × 時　価

行使価額 行使価額 既発行普通株式数　＋　交付割当株式数

11．行使価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由によ

り、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能
性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）
をもって行使価額を調整する。

(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式
を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（無
償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権の行使、取得請求権
付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求
できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分
割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合は
その最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以
降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を
与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、
株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式
を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める
時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権を発行又は付与する場合、調整後行使価額は、取得請求権付株
式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使
されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、
払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合
は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権
利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これ
を適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引
換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普
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通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれ
を適用する。

(3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額
との差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但
し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調
整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行
使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出
し、小数第２位を切り捨てるものとする。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用さ
れる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を
除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第
２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てるものとする。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる
基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月
前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において
当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5）第10項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲
げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併
のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事
由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に
基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方
の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日
の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにそ
の事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他
必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通
知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行
う。
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12．本新株予約権の行使期間
2022年４月28日から2027年４月27日（但し、2027年４月27日が銀行営
業日でない場合にはその前銀行営業日）までとする。ただし、第14項に
従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得す
る本新株予約権については、取得日の前日までとする。

13．その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部を行使することができる。但し、本新株予約権の１個
未満の行使はできない。なお、本新株予約権の行使によって当社の発行済
株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるとき
は、本新株予約権を行使することはできない。

14．新株予約権の取得事由
当社は、2023年４月28日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する
日（以下「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株
予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の２週
間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個当
たり299円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端
数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新
株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の
取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
なお、金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要
事実であって同条第４項にしたがって公表されていないものが存在する場
合には当社はかかる通知又は公告を行うことができない。

15．新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとす
る。

16．新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

17．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本
金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じ
る場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額か
ら増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

18．新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使
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請求書に、必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第12項に定め
る行使期間中に第19項記載の行使請求受付場所に提出しなければならな
い。

(2) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書
を第19項記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行
使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第20項に定める
払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3) 本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が第19項に定める
行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資
の目的とされる金銭の全額が第20項に定める払込取扱場所の口座に入
金された日に発生する。

19．行使請求受付場所
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社　管理部
東京都新宿区愛住町22番地

20．払込取扱場所
東京都千代田区神田神保町３－１
城南信用金庫　九段下支店

21．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新
設分割、株式交換又は株式移転（以下、総称して「組織再編成行為」とい
う。）をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する
本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する本新株予約権
者に対し、会社法第236条第１項第８号のイないしホに掲げる株式会社（以
下、総称して「再編成対象会社」という。）の新株予約権を、次の条件にて
交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するもの
とする。

①　交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準
に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とす
る。

②　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

④　新株予約権を行使することのできる期間
第12項に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日
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と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、第12項
に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金に関する事項
第17項に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
第９項に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して
合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個当たりの目的で
ある再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

⑦　その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
第13項及び第14項に準じて決定する。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会
の承認を要するものとする。

⑨　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満た
ない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

22．その他
(1）会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替

えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2）上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とす

る。
(3）その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一

任する。

Ⅱ．発行条件等の合理性
１．本新株予約権の払込金額の算定根拠及びその具体的内容

　当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新
株 予 約 権 の 評 価 を 第 三 者 算 定 機 関 で あ る 株 式 会 社Stewart 
McLaren（東京都港区白金台５－９－５ barres １Ｆ、代表取締役　小
幡治）に依頼しました。当該第三者算定機関と当社及び割当予定先との
間には、重要な利害関係はありません。
　当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たっ
て、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定
モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及
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び割当予定先との間で締結する予定の第12回新株予約権買取契約に定
められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算
定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうち汎用ブラック・ショー
ルズ方程式を基礎とした数値計算手法（モンテカルロ法）を用いて本新
株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、媒介変数を
以下のように置き、当社の株価（発行決議日の前営業日の終値179
円）、ボラティリティ（61.64％）、配当利回り（０％）、無リスク利子
率（0.04％）、行使期間（5.08年）、発行会社の行動（基本的に割当先
の権利行使を待つものとする。また、本新株予約権の割当日以降、金融
商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続し
て株式の価格が当初権利行使価格を下回っている場合、行使価額の修正
基準に従って調整されると想定した。）及び、割当先の行動（当社普通
株式の普通取引の価格が権利行使価格を上回っている場合、随時権利行
使を行うものとし、その権利行使の数量を１取引日当たり過去２年間に
わたる当社普通株式の１日当たり平均売買出来高の約10％とする。）に
関して一定の前提を置き、当社の資金調達需要は株価と独立の事象でそ
の確率は一様に分散的であり、株式の流動性から売却可能株数を想定す
ること、株式処分コスト（過去２年間の３取引日の株価変動率である
15.1％を仮定）等を権利行使時のキャッシュフローから反映させるこ
と、ならびに評価基準日現在の市場環境等を考慮して、他社の新株予約
権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準
を想定して評価を実施しています。
　当社は、この評価（本新株予約権１個当たり298円、１株当たり2.98
円）を妥当として、本新株予約権１個の払込金額を金298円としまし
た。また、本新株予約権の行使価額は、当初、行使価額の修正における
計算方法に準じて、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日
（2022年３月30日）における東京証券取引所が公表した当社普通株式
の終値である179円（小数点以下を四捨五入。以下、株価の計算につい
て同様に計算しております。）に0.9を乗じた金額の小数点以下を切り上
げた（162円）に相当する金額といたしました。
　このように、本新株予約権の評価はその行使価額も前提として公正価
値を算定しており、有利発行には該当いたしませんが、その当初行使価
額を取締役会決議日の前営業日の終値に0.9を乗じた金額を採用した理
由及び行使価額の修正価額として取締役会決議日の終値に0.9を乗じた
金額を採用した理由としましては、当社は継続企業の前提に重要な疑義

－ 16 －



を生じさせるような事象又は状況が存在しており、当社株式の価格変動
が大きい状況の中で割当予定先が負う価格下落リスクに鑑み、また割当
予定先には長期保有を主たる目的とする者が含まれ、株価の変動に配慮
した発行価額となるようなディスカウントの意向も踏まえて協議を重ね
た結果、決定されました。
　なお、本新株予約権の発行の適法性等につきましては、2022年３月
31日開催の当社取締役会にて監査役３名（うち社外監査役２名）が、
2022年３月31日開催の監査役会において審議の結果、特に有利発行に
該当しないことについて監査役３名全員が合意した旨を表明しておりま
す。当該意見は、払込金額の算定にあたり、当社との取引関係のない独
立した外部の第三者算定機関である株式会社Stewart McLarenが公正
な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社株式の株価及びボ
ラティリティ、権利行使期間等の前提条件を考慮して、新株予約権の評
価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレ
ーションを用いて公正価値を算定していることから、当該第三者算定機
関の評価額は合理的な公正価格と考えられ、払込金額も当該評価額とほ
ぼ同額であることを判断の基礎としております。

２．発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
　本第三者割当による新規発行株式数4,310,000株（議決権数43,100
個 ） に 本新株予約権 が 全 て 行使 された 場合 に 交付 される 株式数
6,780,000株（議決権数67,800個）を合算した株式数は、11,090,000
株（議決権数110,900個）であり、2022年２月28日現在の当社発行済
株式総数30,370,693株及び議決権数303,666個を分母とする希薄化率
は36.52％（議決権ベースの希薄化率は36.52％）に相当します。
　そのため、本第三者割当による新株式及び新株予約権の発行により、
当社株式に一定程度の希薄化が生じることになります。
　しかしながら、当社は、本第三者割当により調達した資金を、①興和
製品の販売のための当社「新ＥＣプラットフォーム」開発資金、②興和
製品の販売のための当社「マーケティング・ＤＸ化」開発資金、③興和
と「新規ＩＴ事業」を行うための自社システム開発資金、④興和にサー
ビス提供するための当社「医療系プラットフォーム」開発資金、⑤スポ
ーツＩｏＴ開発資金、⑥ブロックチェーン開発資金及び⑦運転資金に充
当する予定であり、これによって確実に利益を生み出す企業体質へと改
善し、新規事業の中長期的な成長により収益基盤を強化することを目指
しており、中長期的な観点から当社の企業価値及び株主価値の向上につ
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ながり、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えておりま
す。
　また、当社株式の過去６ヶ月間（2021年９月～2022年２月）におけ
る１日当たり平均出来高は625千株であり一定の流動性を有しているこ
と、及び2023年４月28日以降は当社の判断により新株予約権を取得す
ることも可能であり希薄化に対する一定の配慮をしていることから、市
場に与える影響は限定的であると考えております。
　したがって、本第三者割当による当社株式及び新株予約権の行使によ
り発行される株式の発行数量及び希薄化の規模は合理的であると判断し
ております。
　しかしながら、上記の希薄化率は25％を超える大規模なものである
ことから、当新株式及び新株予約権の発行につきまして、本臨時株主総
会に付議し、株主にお諮りするものであります。

Ⅲ．募集の目的及び理由
(1)　当該資金調達の目的及び理由

　当社は、2022年１月１日にTHE WHY HOW DO COMPANY株式
会社に商号変更し、ＩＴ業界の進化に合わせ業態を改革前進させること
としております。「多くの出会いや情報ネットワークを通じて、先端的
でユニークな顧客価値・社員価値・社会価値を発見し、真に豊かな生活
文化を創造する」という新経営理念の下、ブランディングを重視したビ
ジネスモデルの改革を目指しております。社名の由来は下記のとおりで
す。
①　Ｗｈｙ＝目的

目的的な行為を指向し、安定的収益を目指すためにどのような行為
をするか、理念、価値観、ビジネスモデル、ビジョンをいかにして
持つかを常に考えます。

②　Ｈｏｗ＝戦略
行動には戦略が必要であり、高い収益を確保し、マーケティング、
組織、ブランドを意識した戦略を考えます。

③　Ｄｏ＝実行（with spirit：精神的実行／capability：実行能力）
目的が決まれば、精神的（人間的）・合理的な実行あるのみです。Ｋ
ＰＩ、ガバナンスで実行します。
実行後にはレビューが必要であり、ＰＤＣＡサイクルを重視しま
す。
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④　Ｃｏ．＝Company
ブランド、マネジメント、ロイヤリティ、４Ｆ（ファカルティ、フ
ァシリティ、ファンド、ファッション）を重視したCompanyにな
ります。

　当社の連結業績は、第14期（2018年８月期）は、営業利益51百万
円、親会社株主に帰属する当期純利益６百万円、ＥＢＩＴＤＡ152百万
円と黒字転換し、第15期（2019年８月期）もＥＢＩＴＤＡ70百万円と
なり、２期連続でＥＢＩＴＤＡを黒字化しました。しかし、2020年２
月頃から始まった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に
より、第16期（2020年８月期）は営業損失△431百万円、第17期
（2021年８月期）は営業損失△514百万円、2022年８月期第１四半期
は売上高255百万円（前年同期比4.7％増）、営業損失△30百万円（前年
同期△118百万円）、経常損失△２百万円（前年同期△116百万円）、四
半期純損失△７百万円（前年同期△118百万円）、ＥＢＩＴＤＡは△19
百万円となりました。収益改善につきましては、既存事業の立て直し
と、既存事業とシナジーが見込める事業のＭ＆Ａを積極的に進めるとと
もに、新たな取り組みとして既に行っております「ＮＦＴ（デジタルデ
ータのＮＦＴ販売）事業」やブロックチェーン技術を活用した開発、メ
タバース関連ビジネスの開発などを進めております。財務面に関しまし
ては、新株予約権行使による資金調達や新規取引銀行による融資により
第17期（2021年８月期）末の当社連結現預金残高は736百万円を確保
しています。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響はいまだ予断を許さない
状況ではありますが、徐々に世界経済も回復基調となってきており、当
社グループは今回の増資により積極的な攻めの経営に転じることといた
しました。
　今回当社の取引先（当社ソフトウェアのライセンス許諾契約先）であ
る興和株式会社（以下、「興和」という。）への第三者割当による資本業
務提携を実施し、興和のＤＸ化施策等の開発案件「新ＥＣプラットフォ
ーム」開発や、「マーケティング・ＤＸ」開発、「新規ＩＴ事業」開発、
「医療系プラットフォーム」の開発等を行います。
　興和は、1894年に綿布問屋として創業した、百二十余年の歴史を持
つ企業です。
　興和グループの中核企業として、繊維・機械・建材などの輸出入や三
国間貿易を行う商社機能と、医薬品・医療用機器・環境・省エネ関連製
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品などのメーカー機能をあわせ持ち、その事業フィールドは多岐にわた
っています。経済産業省が2018年に発表したＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）※レポートによると、老朽化した既存システムのＤ
Ｘの遅れによる、いわゆる「2025年の崖」の問題があり、2025年以
降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告してい
ます。興和は、従前からＤＸ化に取り組んできたとのことですが、ＤＸ
化の施策等の開発についても当社が協働することとなり、そのシステム
や仕組みを開発し、当社の事業として他社にも応用可能なビジネス化を
していくことも企図しています。
　興和と当社の関係は、2021年４月15日にプレスリリースをしました
とおり「アドバンス健康経営プログラム事業」に、当社の「抗体パスポ
ート」のシステムをライセンス提供した実績があります。抗体パスポー
トの技術を生かしたＭａｉパスポートの開発に関する興和のＩＴ技術陣
と当社のＩＴ技術陣との協議を進める中で、興和の責任者と興和のＤＸ
化の施策についても、当社が助力できることがあるのではないかという
ことになり、興和代表の三輪芳弘氏と当社代表取締役会長の田邊󠄃勝己氏
が面談して当社の事業内容をご理解いただき、総額５億円を興和が出資
することを含む今回の資本業務提携を行うことになったものです。
　当社にとっては、大変光栄なことであり、大きな事業拡大、収益拡大
のチャンスと捉え、株主の皆様にも貢献できる取り組みだと考えており
ます。
　当社は、本資本業務提携により、興和の製品を販売するＥＣプラット
フォーム、新規ＩＴ事業、マーケティング（インターネット広告宣伝）
のＤＸ化などの形で興和の事業のＤＸ化の一翼を担うことになります。
　以上のとおり、興和との資本業務提携は、当社の今後のキャッシュフ
ロー重視の新経営方針に基づく発展に大きく寄与するものであるとの考
えに基づき、当社グループの成長を加速するための資金調達を主目的と
して今回の第三者割当による新株式及び新株予約権の発行をすることと
いたしました。
　2019年３月に発行した第10回新株予約権及び2020年５月に発行した
第11回新株予約権の未行使分については、過去の資金使途に基づいて
使用していきます。
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※ＤＸとは、企業が外部エコシステム（顧客、市場）の破壊的な変化に対応し
つつ、内部エコシステム（組織、文化、従業員）の変革を牽引しながら、第３
のプラットフォーム（クラウド、モビリティ、ビッグデータ／アナリティク
ス、ソーシャル技術）を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・
モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図
ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること。

(2)　本新株式及び本新株予約権の発行の方法を選択した理由について
　当社は以下のように様々な資金調達方法を比較・検討してまいりまし
た。新株の発行による方法は発行と同時に資金の調達が完了するため確
実に資金の調達が可能である一方で、当社は継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、当社の資金ニーズ
を一度に全て満たす引受先を探すことが困難です。また、行使価額修正
条項付の新株予約権は、行使価額が固定された新株予約権と比較して、
当社の事業計画を実行する一定の期間において高い蓋然性にて調達する
ことが可能なスキームです。これらのことから、当社の資金ニーズをで
きるだけ早期に満たす方法としては、本新株式及び本新株予約権の発行
を組み合わせる方法が最も適していると考え、総合的な判断によりこれ
を採用することを決定しました。
①　ＭＳＣＢ

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債
（いわゆるＭＳＣＢ）の発行条件及び行使条件は多様化しています
が、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決
定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株
式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく、本
スキームの方が株主への影響が少ないと考えております。また、転
換社債型新株予約権付社債は転換が起こるまでの間は負債として認
識されるところ、更に負債額を増やすことは、当社の財務体質を悪
化させる可能性があることから、今回の資金調達方法として適当で
ないと判断いたしました。

②　行使価額が固定された新株予約権
行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリ
ットを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金
調達が困難となるため、資金調達の確実性は本スキームと比較して
低いと考えられます。また、当社の株価のボラティリティを考える
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と、現時点において適切な行使価額を設定することは難しいと考え
ております。そのため、今回の資金調達方法として適当でないと判
断いたしました。

③　新株予約権無償割当による増資（ライツ・イシュー）
株主全員に新株予約権を無償で割当てることによる増資、いわゆる
ライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結
するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業
者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ね
られるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミ
ットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が
乏しく、当社においても現時点では実施の目処は立っておりませ
ん。他方でノンコミットメント型のライツ・イシューについては、
割当予定先である既存投資家の参加率及び資金調達の蓋然性が非常
に不透明である他、参加率を上げるために払込金額を低く設定した
場合には株価に大きな悪影響を与える可能性も否定できないことか
ら、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

④　借入・社債による資金調達
銀行等の金融機関からの借入れや社債・転換社債の発行については
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存
在しているため実現が難しい状況にあります。

(3)　本新株予約権の主な特徴
　本新株予約権のメリット及びデメリットとなる要素は以下のとおりで
す。

＜メリットとなる要素＞
①　最大交付株式数の限定

本新株予約権の目的である当社普通株式数は6,780,000株で固
定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定
されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加する
ことはありません。

②　株価上昇時の行使促進効果
本新株予約権の行使期間中に株価が上昇した場合、行使期間内
に行使が行われる可能性があり、迅速な資金調達の実施が期待
されます。
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③　取得条項による機動的な希薄化の回避
本新株予約権には、「Ⅰ．発行要項」第13項に記載のとおり、
取得条項が付されております。それにより状況に応じた当社の
判断において本新株予約権の取得及び消却を機動的に行うこと
で、既存株主には希薄化を回避させることができるメリットが
あります。
興和と資本業務提携を締結いたしますが、ビジネスにはリスク
がつきものであり、いつ何どき興和との関係が解消されるかに
ついても予測不可能です。したがって、当社としては第三者で
ある興和との資本業務提携にかかわらず本条項が必要と考えて
います。

＜デメリットとなる要素＞
①　既存株式の希薄化

本新株予約権の行使が進んだ場合、6,780,000株、既存株式の
希薄化が生じます。

②　満額の資金調達ができない可能性
本新株予約権の行使は株価動向の影響を受け一定の期間を必要
とするため、行使請求期間は2022年４月28日から2027年４月
27日（但し、2027年４月27日が銀行営業日でない場合にはそ
の前銀行営業日）までの５年間の期間を取っております。この
期間内に、市場の動向等及び割当予定先の資金状況等の要因に
より、本新株予約権の行使が十分に進まない可能性があり、そ
の場合、新たな資金調達などを検討しなければならなくなりま
す。
また、本新株予約権の行使に応じて資金調達が進むため、当初
に満額の資金調達とはなりません。

③　株価低迷時に資金調達額が減少する可能性
新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行当初の株価を下
回り推移する状況では、当初株価に基づき想定される金額を下
回る資金調達となる可能性があります。
既存の株主様には本新株式の発行及び本新株予約権の行使によ
り短期的には株式価値の希薄化が生じることとなりますが、当
該増資に伴って当社の収益性の改善及び財務基盤が強化され、
企業価値の最大化が図られることにより、中長期的な観点から
見れば、株主の皆様の利益が高まるものと認識しております。

－ 23 －



(4)　割当先を選定した理由
(ⅰ)　田邊󠄃　勝己氏

　割当予定先である田邊勝己氏は、2017年１月30日提出の有価証券届
出書にて公表のとおり、2017年２月に第三者割当による新株式及び第
８回新株予約権の割り当てを行い、2017年５月16日提出の臨時報告書
にて公表のとおり、当社の筆頭株主となっております。また、2017年
８月25日提出の有価証券届出書にて公表のとおり、2017年９月に第三
者割当による新株式及び第９回新株予約権の割当を行い、2019年３月
15日提出の有価証券届出書にて公表のとおり、2019年４月に第三者割
当による第10回新株予約権の割り当てを行い、2020年５月28日提出
の有価証券届出書にて公表のとおり、2020年６月に第三者割当による
新株式及び第11回新株予約権の割り当てを行いました。当社は継続的
に早期の黒字化転換及び再成長に向けた施策を協議してまいりまし
た。また、2020年12月１日に当社の代表取締役に就任しております。
その結果、当社の代表取締役として事業内容を深く理解し、経営にも
直接携わる中で、今後も当社の経営基盤をより安定させるために保有
株式の持分を増やし、できる限り自己資金により本新株予約権の行使
をしていく方針だが、本新株予約権の行使により取得する株式の一部
は売却することにより行使資金に充てる可能性があること、またその
他の株式については基本的には長期保有の方針での出資の意向を受け
ました。

(ⅱ)　寺尾　文孝氏
　割当予定先である寺尾文孝氏は、過去に元法務大臣の故秦野章氏か
ら、当社の田邊勝己氏が紹介を受けました。また、寺尾文孝氏が代表
取締役である日本リスクコントロール株式会社と田邊勝己氏が代表社
員である弁護士法人カイロス総合法律事務所との間には弁護士報酬が
支払われる取引があります。寺尾文孝氏はリスクコントロールの専門
家であり、当社の新規事業に関し発生するリスクをコントロールし、
法令順守及びガバナンスのとれた会社運営を行うための支援及び資金
提供を約束していただきました。寺尾文孝氏と当社の田邊勝己氏が
2021年10月14日に面談して当社の事業計画等を説明し、当社の事業
内容をご理解いただき、経営方針にも賛同いただきました。
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第４号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件
　当社の取締役の報酬額は、2008年６月27日開催の第４回定時株主総会におい
て、年額２億円以内（うち社外取締役分700万円以内）と決議いただき今日に至
っておりますが、2021年11月26日開催の第17回定時株主総会において、取締役
の選任により、取締役の員数は８名と増員いたしました。また前回の決議から約
14年が経ち、その後の経済情勢の変化等諸般の事情を考慮したうえで、企業価
値の維持・向上や人材確保の観点から、業績向上に対する適切なインセンティブ
を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案し、役位ごと
に基準を定め、職務遂行の対価として決定致したいと存じます。また、社外取締
役は、業務執行から離れた立場で業務執行を監督するという観点から、取締役の
総報酬額を年額３億円以内（うち社外取締役分１億円以内）と改めさせていただ
きたく存じます。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
　また、当社の監査役の報酬額は、2008年６月27日開催の第４回定時株主総会
において、年額3,300万円以内（うち社外監査役分2,200万円以内）と決議いた
だき今日に至っておりますが、前回の決議から約14年が経ち、その後の経済情
勢の変化等諸般の事情を考慮し、独立性確保の観点を踏まえ、監査役の総報酬額
を年額5,000万円以内（うち社外監査役分3,000万円以内）と改めさせていただ
きたく存じます。
　なお、現在の取締役は８名（うち社外取締役は４名）、監査役は３名（うち社
外監査役は２名）となります。

以上
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https://www.net-vote.com/

　　　　　　　　インターネットによる議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認のう
え、２０２２年４月26日（火曜日）午後６時までに行使くださいますようお願
い申し上げます。
１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又はタブレ
ットから当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくこ
とによってのみ可能です。

〔議決権行使ウェブサイトアドレス〕

２．インターネットによる議決権行使方法について
(1)インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用

紙に記載の「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面
の案内に従って議案の賛否をご入力ください。

(2)書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきま
す。また、インターネットによって複数回にわたり議決権を行使された場
合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただ
きます。

３．ログインＩＤ及びパスワードのお取り扱いについて
(1)議決権行使書用紙に記載されているログインＩＤは、本株主総会に限り有

効です。
(2)パスワードは、投票される方が株主様ご本人であることを確認するための

重要な情報です。大切にお取り扱いください。
(3)パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルまでご連絡く

ださい。
４．ご留意事項

(1)議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際に発生する費用は、株主様の
ご負担となります。

(2)株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合
がございます。
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５．スマートフォンをご利用の方
QRコード読取機能付のスマートフォンから招集ご通知に同封の議決権行使
書用紙の表面に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログ
インQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及
び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトか
ら議決権を行使できます。スマートフォン用議決権行使ウェブサイトの画面
の案内に従って賛否をご入力ください。
（QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です）

【インターネットによる議決権行使に関するお問合わせ先】

株式会社アイ・アール ジャパン　証券代行業務部
〔専用ダイヤル〕０１２０－９７５－９６０
〔受付時間〕午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場　東京都新宿区愛住町22番地　第３山田ビル
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社
本社３階　会議室
電話（03）4405－5460（代表）

セブンイレブン

靖国通
り

清香苑 フレッシュネスバーガー

外苑
東通
り

荒木町・舟町
モツ屋のんき

都営新宿線 曙橋駅

第３山田ビル 3階

A２ 出口

A１ 出口

４番出口２番出口
消防博物館

新宿通り 東京メトロ丸ノ内線
四谷三丁目駅

交　通　都営新宿線 曙橋駅（Ａ１出⼝より徒歩約４分）
東京メトロ丸ノ内線 四⾕三丁⽬駅（２番出⼝より徒歩約８分）

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

　


